
多聞荘ショートステイセンター利用説明書 

（重要事項説明書） 

 

 ご利用者に対する当事業所の概要は、岡山市条例第１５４条に基づいて、事業者が説明すべき

事項は下記の通りです。 

 

１，事業者 

事業者の名称 社会福祉法人  天摂会 

法人の所在地 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸３６番地の１ 

代表者氏名 理事長  長島 義之 

電話番号・ＦＡＸ番号 （０８６）９５２－２５２６ ＦＡＸ（０８６）９５２－２８３８ 

 

２，ご利用施設 

施設の名称 多聞荘ショートステイセンター ご利用定員 ２０人 

介護保険事業所番号 岡山市指定 ３３７２２００４４８ 

施設の所在地 岡山県岡山市東区瀬戸町坂根７９２番地の１４ 

管理者 額田 歳也 

電話番号・ＦＡＸ番号 （０８６）９５３－００１１ ＦＡＸ（０８６）９５３－００１２ 

 

３，事業の運営方針 

 指定短期入所生活介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な

限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者

の心身の機能の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 

指定介護予防短期入所生活介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支

援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すものとする。 

指定（介護予防）短期入所生活介護の事業は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭と

の結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護

保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める

ものとする。 

 

４，施設（設備）の概要 

４人室 洗 濯 室（共用）  

汚 物 室 医 務 室（共用）  

ト イ レ（男） 看護師室 （共用） 

ト イ レ（女） 静 養 室（共用）  

介 護 職 員 室 面 会 室（共用）  

エレベーター 機能訓練室 (共用) 

非常通報システム 食 堂  （共用）   

スプリンクラー設備     一般浴室 （共用） 

送迎用リフト車 特殊浴室 （共用） 



放 送 設 備 機械浴装置 （共用） 

避難用すべり台 カラオケ装置（共用） 

その他特養部分との共用の設備有り 

☆ 消防法及び建築基準法等にそった設備を配置しています。 

☆ その他機能訓練に必要な器具及び吸引器等緊急時にも対応し得る医療用具等も一部備えてい

ます。 

 

５，職員配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定（介護予防）短期入所生活介護サービスを提供する職員と

して、下記の職員を配置しています。（指定介護福祉施設サービスと一体的に運営を行っています） 

 

（１）主な職員の配置状況 

職  種 人 員 職  種 人 員 職  種 人 員 

管理者 １名 管理栄養士 １名以上 機能訓練指導員 １名以上 

生活相談員 1名以上 介護支援専門員 1名以上 事務員 1名以上 

看護職員 3名以上 医師 １名 用務・宿直 1名以上 

介護職員 看護職員との総和で 24名以上になるように配置 

☆基準人員は、利用者数：介護職員と看護職員を足した数＝3：１の割合で配置することになって

います。 

  

（２）主な職種の勤務体制 

職  種 勤務体制 

医 師 月曜日    １３：００ ～１７：００ 

 

介護職員 

 

早 朝     ７：００ ～ ９：００    ５名以上 

日 中     ９：００ ～１８：００    ５名以上 

夜 間    １８：００ ～ ７：００    ３名 

看護職員 早 朝     ７：００ ～ ９：００    １名 

日 中     ９：００ ～１９：００    ２名以上 

生活相談員 日 中     ８：３０ ～１７：３０    １名以上 

 

（３）主な職種の職務内容 

 施設長（管理者）：施設の業務を掌握するとともに事務を掌握し所属職員を指揮監督します。 

 介護職員：利用者の日常生活の介護サービス及び援助にあたります。 

 生活相談員：利用者のサービス全般に関する業務及び利用者の身上調査並びに生活相談にあた

ります。 

 看護職員：利用者の診療の補助及び看護を行うとともに保健衛生に関する業務にあたります。 

 介護支援専門員：施設サービス計画の作成等に関する業務にあたります。 

機能訓練指導員：利用者へのリハビリ・マッサージに従事します。 

医師：利用者の診察を行います。また利用者及び職員の健康管理並びに生活指導にあたります。 

栄養士（管理栄養士）：献立の作成、栄養価の計算、給食の記録、調理方法の指導にあたります。 

事務員：庶務会計その他施設の運営に必要な事務に従事します。 

宿直員：夜間帯の施設管理にあたります。 

 

 

 

 



６，当施設が提供するサービスと利用料金 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条） 

サービスの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①食 事 

・ 当施設では、管理栄養士及び栄養士の立てる献立表により栄養

並びにご契約者の身体の状況及び嗜好等を考慮した食事を提供

いたします。また介護職員によるご契約者の身体の状況にあっ

た食事の介助をいたします。 

・ ご契約者の自立支援の為、離床して食堂にて食事を取って頂く

事を原則としています。 

（食事時間） 

朝食８：００～ 昼食１２：００～ 夕食１８：００～ 

②入 浴 

・ 入浴又は清拭を週２回行います。 

・ 寝たきりでも機械浴槽を使用して、入浴することが出来ます。 

③排 泄 

・ 排泄の自立を促す為、ご契約者の身体能力を最大限活用援助を

行います。 

④健康管理 

・ 医師や看護職員が、健康管理を行います。 

⑤その他自立への支援 

・ 寝たきり防止の為、出来る限りの離床に配慮いたします。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう援助いたします。 

⑥ご利用者に原則として身体拘束はいたしません。 

 

（２）（自己負担１割分）１日当たりの目安（契約書第８条）           （単位：円） 

介護度 多床室 

要支援１ ４５４ 

要支援２ ５６５ 

要介護１ ６０５ 

要介護２ ６７５ 

要介護３ ７４８ 

要介護４ ８１８ 

要介護５ ８８７ 

看護体制加算 
看護職員の配置により、１日約４円(Ⅰ)・９円(Ⅱ)・７円(Ⅲロ)・１４円(Ⅳ

ロ)を算定します。 

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ） 

厚生労働大臣の定める基準に応じた運営により、１日約２３円を算定しま

す。 (介護予防も算定あり) 

療養食加算 
医師の食事せんに基づいた療養食を提供した場合に、１食約９円を算定 

します。（１日につき３回まで）（介護予防も算定あり） 

認知症専門ｹｱ加算

（Ⅰ・Ⅱ） 

厚生労働大臣の定める基準に応じた運営により、１日約３円(Ⅰ)・４円(Ⅱ)

を算定します。（介護予防も算定あり） 

送迎加算 送迎 片道に付き約１８８円を算定します。（介護予防も算定あり） 

緊急短期入所受入

加算 

緊急に短期入所の受け入れを行なった場合に、７日または１４日を限度に

１日約９２円を算定します。 

夜勤職員配置加算 職員配置に応じ、１日約１４円を算定します。 

機能訓練職員配置加算 職員配置に応じ、１日約１３円を算定します。（介護予防も算定あり） 



個別機能訓練加算

（Ⅰ・Ⅱ） 

（Ⅰ）機能訓練指導員を配置し、個別機能訓練計画を策定して計画的に機

能訓練を行います。１日約５７円を算定します。 

（Ⅱ）必要な情報を厚生労働省に提出し、厚生労働省からのフィードバッ

クを活用していることに対して、１月約２１円を算定します。 

（介護予防も算定あり） 

３０日超過減算 ３０日超過利用に対し、１日約３１円を所定料金から減算します。 

介護職員処遇改善

加算(Ⅰ) 

厚生労働大臣が定める基準に応じて、8.3％を利用単位数に乗じて算定しま

す。（介護予防も算定あり） 

介護職員等特定処

遇改善加算(Ⅰ) 

厚生労働大臣が定める基準に応じて、2.7％を利用単位数（介護職員処遇改

善加算除く）に乗じて算定します。（介護予防も算定あり） 

 

介護職員等ベース

アップ等支援加算 

厚生労働大臣が定める基準に応じて、1.6％を利用単位数（介護職員処遇改

善加算、介護職員等特定処遇加算除く）に乗じて算定します。（介護予防も

算定あり） 

※当施設は、介護給付サービス加算の算定を変更する場合がございます。 

 その際には、前もってご説明とお知らせをさせていただきますので、予めご了承ください。 

※負担割合証に記載されている負担割合をご負担いただきます。２割負担・３割負担金額は、

上記の金額を２倍・３倍した金額が目安となります。（減算除く） 

※令和３年９月末までの間、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、

全てのサービスについて、基本報酬に 0.1％上乗せしています。  

 

（３）介護保険給付対象外のサービス（全額自己負担分）（契約書第５条） 

①食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

月 額 
通常 １日 

（第４段階） 

介護保険負担限度認定証に記載されている額 １日 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 

約 46,500円 １，５００円 ３００円 ６００円 １，０００円 １，３００円 

 

①―２食費内訳 

 ３食分 朝 食 昼 食 夕 食 

食 費 １,５００円 ３７０円 ６４０円 ４９０円 

材料費 ９００円 ２２０円 ３９０円 ２９０円 

調理費 ６００円 １５０円 ２５０円 ２００円 

 

②居住（滞在）に要する費用（光熱水費及び室料（建物設備等の減価償却費）） 

１日当たりの利用料（滞在費）（令和元年 10月以降） 

居住（滞在）に要する費用 
通 常 

(第４段

階) 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第１段階 第２段階 第３段階 

多床室(4人室) ８５５円 ０ 円 ３７０円 ３７０円 

月額（おおよその金額です） 26,500円 ０ 円 11,500円 11,500円 

 

 

 

 

 

 



 

③その他の介護保険給付対象外サービス（契約者の選択による料金） 

項 目  利用料 

送迎料 通常の実施区域内の場合             介護保険給付額の１割 

通常の送迎の実施区域（岡山市（旧瀬戸町・上道中学校区） 

赤磐市（旧山陽町・旧熊山町）、瀬戸内市（御幸小学校区） 

通常の実施区域外の場合 

区域界から２㎞以内の往復は、別途４００円加算する。 

区域界から２㎞を超える毎に、４００円毎加算する。 

例）区域界から２km以内（往復で４km以内）の送迎⇒400円 

区域界から４km以内（往復で８km以内）の送迎⇒800円 

特別な食事 通常（食事の提供）のメニュー以外で要した費用 実 費 

喫茶コーナー(利用料) ご希望によりコーヒー・ジュース等飲食できます。 １００円 

クラブ活動参加料 各種クラブにてご趣味をいかせます。 実 費 

各種行事参加費 小旅行などの行事の際に発生する必要経費 実 費 

理美容代 移動美容室（月１回程度） 実 費 

複写物交付 コピー等 1枚につき １０円 

 

７，サービス利用に当たっての留意事項 

（１）他の利用者が適切な短期（介護予防）入所生活介護の提供を受けるための権利・機会等を

侵害してはならない。 

（２）事業所の施設・設備等の使用に当たっては、本来の用途に従い適切に使用しなければなら

ない。 

（３）その他事業所の規則等を遵守しなければならない。 

 

８，苦情の受付について（契約書第１０条） 

（１）当施設における苦情の受付（別紙１・２・３） 

  当施設における苦情やご相談は、以下の窓口で受け付けます。 

解決責任者 額田 歳也 
ご利用時間 月～土１０：００～１６：００ 

受付担当者 赤木 敦信 

ご利用方法 ・文書（郵送等） 苦情受付箱（１階受付カウンターに設置） 

・（０８６）９５３－００１１ ＦＡＸ（０８６）９５３－００１２ 

・面接は随時 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

多聞荘第三者委員会 前岡山市江西学区連合町内会副会長 村田 雍雄 

電話番号 TEL 086-952-2062 

 

岡山県国民健康保険団体連合会  

所  在  地 岡山県岡山市北区桑田町１７‐１５ 

電話番号 ・ FAX番号 TEL 086-223-8811 ・ FAX 086-223-9105 

 

岡山県運営適正化委員会  

所 在 地 岡山県岡山市北区石関町２－１ 



電話番号 ・ FAX番号 TEL 086-226-9400 ・ FAX 086-226-9400 

 

 

岡山市役所 事業者指導課 

所 在 地 岡山市北区大供３丁目１－１８ 

電話番号 ・ FAX番号 TEL 086-212-1014 ・ FAX 086-221-3010 

 

岡山市役所  介護保険課（管理係） 

所    在    地 岡山県岡山市北区大供１-１-１ 

電話番号 ・ FAX番号 TEL  086-803-1240 ・ FAX 086-803-1869 

 

赤磐市役所 介護保険課 

所    在    地 岡山県赤磐市下市３４４ 

電話番号 ・ FAX番号 TEL 086-955-1116 ・ FAX 086-955-1118 

 

瀬戸内市役所 市いきいき長寿課 

所    在    地 岡山県瀬戸内市邑久町尾張３００－１ 

電話番号 ・ FAX番号 TEL 0869-26-5926 ・ FAX 0869-26-8840 

 

９，非常災害対策（契約書第１０条） 

（１）火災、警報その他防災に関する設備及び火災発生等のおそれのある個所の点検整備をしま

す。 

（２）避難訓練については、予め対策を立て、少なくとも年２回以上利用者及び職員で行い、そ

のうち１回は夜間帯を想定した訓練を行います。 

 

１０，虐待防止のための措置に関する事項（契約書第１０条） 

（１）事業者は、利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のために必要な措置を講じます。 

（２）事業者は、指定（介護予防）短期入所生活介護サービスの提供にあたり、当該施設従業者

又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用

者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

１１，身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続（契約書第１０条） 

（１）事業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行

動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行わないものとします。 

ただし、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、本人又は家族の同意を得て実施し、そ

の態様及び時間、入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録しま

す。 

事業所は、身体的拘束等の適正化のための指針を整備し、従業者に対する身体的拘束等の

適正化のための研修を定期的に実施します。 

（２）事業所は、身体的拘束の適正化を図るため、次の措置を講じます。 

  ・身体的拘束等の適正化のための指針の整備 

  ・従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の定期的な実施 

 

１２，成年後見制度の活用支援（契約書第１０条） 

（１）事業者は、利用者と適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法

や関係機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行います。 



（２）成年後見制度に関する相談機関 

財団法人 リーガルエイド岡山 

高齢者・障害者支援センター 
TEL (086)223-7899 

岡山県社会福祉協議会 

岡山福祉サービス利用支援センター 
TEL (086)226-0470 

岡山県社会福祉協議会 

岡山高齢者サービス相談センター 
TEL (086)224-2525 

（３）地域福祉権利擁護事業に関する相談機関 

岡山市社会福祉協議会 TEL (086)225-4051 

 

１３，秘密保持等（契約書第１１条） 

 事業者及び従事者は、利用者及び家族に関する事項は、正当な理由なく第三者に漏らしません。 

 従事者は、退職後も守秘義務を守ります。 

 

１４，個人情報の使用について 

 利用者及び家族に関する映像または文章などの個人情報を介護サービスの提供や施設の管理運

営・広報・テレビ取材などに使用すること、また医療機関・指定居宅介護支援事業所・行政機関

などの第三者へ正当な理由のある場合に本人および家族の個人情報を提供します。 

 

１５，緊急時、事故発生の防止及び発生時の対応（契約書第１０・１２条） 

（１）管理者は、事故の発生又はその再発を防止するために委員会の運営、または従業者への定

期的な研修の実施等の必要な措置を講じます。 

（２）従業者は、利用者に病状の急変その他緊急対応の必要が生じた場合は、速やかに主治の医

師又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な対応を行うとともに、管理

者に報告します。 

（３）管理者は、利用者に対する指定サービスの提供により、事故が発生した場合は、速やかに

市町村及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（４）事業主は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害

賠償を速やかに行います。 

（５）管理者は、事故発生等の経過について、事故報告書（別紙４）を理事長に提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

 

 多聞荘ショートステイセンターの利用に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

多聞荘ショートステイセンター 説明者 職 名 

 

           氏 名                ㊞ 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 私は、本書面に基づいて、事業者からの重要事項の説明を受け、多聞荘ショートステイセンタ

ーの利用について同意しました。 

 

また、「１４．個人情報の使用について」本人及び家族の個人情報を用いることに同意します。 

 

 

                利用者 住 所 

 

                    氏 名                ㊞ 

 

 

            利用者の家族等 住 所 

     

                    氏 名                ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

 

利用者苦情受付状況表 

 

令和   年   月   日 

 

利用者名 

 

 

 

（  ）歳 

 

住 所 

 

 

℡（     ）  － 

サービス 

機関名 

 

 

担当者 

連絡先 

 

（     ）  － 

【苦情内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申出人確認欄 

苦情内容について、私が申出た内容であることを確認しました。 

              令和  年  月  日 申出人         ㊞ 

【調査内容] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 理事長 部門長 苦情解決責任者 苦情受付担当者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

 

利用者苦情処理状況表 

 

令和   年   月   日 

 

利用者名 

 

 

 

（  ）歳 

 

住 所 

 

 

℡（     ）  － 

サービス 

機関名 

 

 

担当者 

連絡先 

 

（     ）  － 

【今回苦情が起きた原因】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改善内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申出人確認欄 

苦情内容について、提示された改善策を了解しました。 

              令和  年  月  日 申出人         ㊞ 

 

 理事長 部門長 苦情解決責任者 苦情受付担当者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙３ 

 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 

事業所又は施設名 多聞荘ショートステイセンター 

申請するサービス種類 （介護予防）短期入所生活介護 

 

 

１ 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）担当者の設置 

 

・多聞荘ショートステイセンター      苦情解決責任者 施設長 額田 歳也 

                    苦情受付担当者 相談員 赤木 敦信  

      毎週月曜～土曜 10:00～16:00   TEL 086-953-0011   FAX 086-953-0012 

 ・多聞荘第三者委員会 

     前岡山市江西学区連合町内会副会長 村田 雍雄   TEL 086-952-2062 

 ・岡山県国民健康保険団体連合会     TEL 086-223-8811   FAX 086-223-9109 

 ・岡山県運営適正化委員会         TEL 086-226-9400   FAX 086-226-9400 

  ・岡山市事業者指導課         TEL 086-212-1014   FAX 086-221-3010 

・岡山市介護保険課管理係      TEL 086-803-1240  FAX 086-803-1869 

・赤磐市介護保険課          TEL 086-955-1116   FAX 086-955-1118 

 ・瀬戸内市役所いきいき長寿課     TEL 0869-26-5926   FAX 0869-26-8840 

 

２ 円滑かつ迅速に苦情処理を行う為の処理体制・手順 

 

 １,苦情受付                      ↓ 

    ↓                ７,申出者の了解（和解） 

 ２,利用者苦情（受付・処理）状況表記入         ↓ 

    ↓                ８,利用者苦情（受付・処理）状況表作成 

 ３,苦情内容面接調査                  ↓ 

    ↓                ９,改善（対応）策の継続実施 

 ４,調査内容の整理                 ↓ 

    ↓                １０,常時チェック（終了） 

 ５,苦情についての改善（対応）策の検討（結論） 

    ↓ 

 ６,改善（対応）策の提示を苦情申出者に明示 

 

 

 

 

 

 

 

 

※利用者に対するサービス提供に関する記録等を整備し、その完結の日から５年間保存します。 

 

 



別紙４ 

事 故 報 告 書 

理事長 事務局 拠点長 部門長 主任等   

      

※承認欄は部門ごとに設定可能 

事 業 所 名  報 告 日 令和   年   月   日 

報 告 者 職 名        氏 名 

氏 名  性 別 男  ・  女 

生 年 月 日 明・大・昭  年  月  日（  歳） 要 介 護 度 要支援（   ）・要介護（   ） 

発 生 日 時 令和   年   月   日（  ） 午前・午後   時   分 頃  発生・発見 

発 生 場 所 
居室 食堂 デイルーム 機能訓練室 廊下/ホール トイレ 風呂/脱衣所 屋外 不明  

その他（                 ）                 ※部門ごとに設定可能 

事故時の状況 移動中 移乗 立ち上がり 座位 臥床 食事中 その他（           ） 

種   別 転倒 転落 誤嚥/異食 誤薬 失踪 交通事故 感染症等（     ）その他（           ） 

事 故 結 果 

＊最も症状の重いもの 

１回受診  通院  入院  死亡 

骨折 打撲/捻挫 切傷/擦過傷 感染症 肺炎/窒息 様子観察 その他（                      ） 

事 故 ラ ン ク Ｓ  ・  Ａ  ・  Ｂ 認 知 症 度 自立 Ⅰ Ⅱ(  ) Ⅲ(  ) Ⅳ Ｍ   

報告先 看護職員 生活相談員 家族 担当ケアマネ 管理者 

報告説明日時 /     : /     :    /     :    /     :    /     : 

事故の概要 

(経緯や対応、関係機関への連絡状況等を時系列で記入すること) 

 

 

利用者（被害者）の状態、傷病の程度、対応処置 

 

 

家族（に代わる方）への対応状況 

 

 

事故の原因 

（利用者側の原因、介護者側の原因、福祉用具・生活用具・設備などの原因） 

 

 

再発防止に関する今後の対応・方針（未然防止策、直前防止策、損害軽減策） 

 

 



改善内容の結果と有効性の評価 

評 価 実 施 日 年    月    日 評 価 者  

評 価 □終了       □継続       □再検討 

改善内容の結果と評価の根拠 

(経緯や対応等を時系列で記入すること) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損害賠償： 有（完結・継続） 無  未交渉 

 

 


